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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の測距ポイントの各々において被写体までの距離を測定する測定手段と、
　前記測定手段により測定された複数の距離の各々に対して順番に焦点を合わせながら複
数回の自動撮影を行う自動撮影手段と、
　前記自動撮影手段により複数回の自動撮影を行う場合の距離間隔が所定の条件を満たす
ように、前記測定手段により測定された複数の距離の中から前記自動撮影手段による自動
撮影の対象となる複数の距離を選択する選択手段と、
　前記自動撮影手段による自動撮影を開始する条件を複数記憶する開始条件記憶手段と、
　前記開始条件記憶手段に記憶されている複数の開始条件の各々に対応付けて、前記自動
撮影の対象となる複数の距離を選択する際の距離間隔の条件が異なる複数の撮影動作条件
を予め記憶する撮影動作条件記憶手段と、を備え、
　前記自動撮影手段は、前記開始条件記憶手段に記憶されている複数の開始条件のいずれ
かを満たした場合に、該開始条件に対応して前記撮影動作条件記憶手段に記憶されている
撮影動作条件を、前記選択手段が前記自動撮影の対象となる複数の距離を選択する際に用
いる撮影動作条件として決定して前記自動撮影を開始することを特徴とするカメラ装置。
【請求項２】
　前記測定手段は、第１の操作を検出するまでの間、予め決められた複数の測距ポイント
の各々において被写体までの距離を繰り返し測定して記憶し、
　前記選択手段は、第１の操作を検出した場合に、前記測定手段により測定されて記憶さ
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れている複数の距離の中から前記自動撮影手段による自動撮影の対象となる複数の距離を
選択することを特徴とする請求項１に記載のカメラ装置。
【請求項３】
　前記測定手段は、第２の操作を検出した場合に、予め決められた複数の測距ポイントの
各々において被写体までの距離を繰り返し測定して記憶する動作を開始することを特徴と
する請求項２に記載のカメラ装置。
【請求項４】
　前記撮影動作条件記憶手段は、前記測定手段により測定された複数の距離の中から、距
離の差が最も大きくなるような所定数の距離を選択するような撮影動作条件を記憶するこ
とを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載のカメラ装置。
【請求項５】
　前記開始条件記憶手段は、前記測定手段により測定された複数の距離の中で、最も近い
距離と最も遠い距離との差が所定以上である場合に自動撮影を開始するような条件を記憶
することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載のカメラ装置。
【請求項６】
　前記開始条件記憶手段は、前記測定手段により測定された複数の距離を順番に並べた場
合に、所定以上の間隔差のある箇所が所定数以上ある場合に自動撮影を開始するような条
件を記憶することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載のカメラ装置。
【請求項７】
　任意に指定された撮影動作条件を前記撮影動作条件記憶手段に記憶させる設定手段を更
に備えることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載のカメラ装置。
【請求項８】
　フォーカスレンズを移動しながら撮像素子により得られる画像情報に基づき焦点を自動
調整するコントラスト方式のオートフォーカス手段を更に備え、
　前記測定手段および前記自動撮影手段は、前記コントラスト方式のオートフォーカス手
段を利用して被写体までの距離測定および焦点合わせを行うことを特徴とする請求項１乃
至７のいずれかに記載のカメラ装置。
【請求項９】
　前記自動撮影手段により撮影して得られた複数の画像の各々から、各画像を撮影する際
の測距ポイントに対応する所定エリアの部分画像を切り出す切出手段と、
　前記切出手段により切り出された複数の部分画像を合成する合成手段とを更に備えたこ
とを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載のカメラ装置。
【請求項１０】
　カメラ装置が有するコンピュータを、
　複数の測距ポイントの各々において被写体までの距離を測定する測定手段と、
　前記測定手段により測定された複数の距離の各々に対して順番に焦点を合わせながら複
数回の自動撮影を行う自動撮影手段と、
　前記自動撮影手段により複数回の自動撮影を行う場合の距離間隔が所定の条件を満たす
ように、前記測定手段により測定された複数の距離の中から前記自動撮影手段による自動
撮影の対象となる複数の距離を選択する選択手段と、
　前記自動撮影手段による自動撮影を開始する条件を複数記憶する開始条件記憶手段と、
　前記開始条件記憶手段に記憶されている複数の開始条件の各々に対応付けて、前記自動
撮影の対象となる複数の距離を選択する際の距離間隔の条件が異なる複数の撮影動作条件
を予め記憶する撮影動作条件記憶手段と、
　して機能させる撮影制御プログラムであって、
　前記自動撮影手段は、前記開始条件記憶手段に記憶されている複数の開始条件のいずれ
かを満たした場合に、該開始条件に対応して前記撮影動作条件記憶手段に記憶されている
撮影動作条件を、前記選択手段が前記自動撮影の対象となる複数の距離を選択する際に用
いる撮影動作条件として決定して前記自動撮影を開始することを特徴とする撮影制御プロ
グラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オートフォーカス機能を備えたカメラ装置及びこれに用いられる撮影制御プ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の複数の測距ポイントが設定されているフォーカス機能を搭載したカメラ装
置が提案されている。このカメラ装置においては、予め設定された複数の測距ポイントに
て、被写体像が合焦する位置にフォーカスレンズが駆動され、各位置で撮影が行われる。
したがって、予め設定されてた測距ポイント毎に合焦した鮮明な画像を撮影することがで
きるとするもである（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－１２１７３１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来のカメラ装置にあっては、予め設定されている測距ポイントにて合
焦した画像が必ず撮影されることから、当該測距ポイントにて撮影するか否かについてユ
ーザが関与することができない。したがって、ユーザが所望しない測距ポイントにて合焦
した画像までも撮影されることとなり、ユーザにとって無用となる画像までも撮影されて
しまう不都合が生ずる。特に、測距ポイントが多数である場合には、その傾向が大きくな
り、ユーザにとって無用な撮影回数が多くなってしまう。
【０００４】
　本発明は、かかる従来の課題に鑑みてなされたものであり、ユーザにとって無用な撮影
を回避しつつ、所望の測距ポイントにては合焦した鮮明な画像を撮影することのできるカ
メラ装置及び撮影制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記課題を解決するため請求項１記載の発明は、
　複数の測距ポイントの各々において被写体までの距離を測定する測定手段と、
　前記測定手段により測定された複数の距離の各々に対して順番に焦点を合わせながら複
数回の自動撮影を行う自動撮影手段と、
　前記自動撮影手段により複数回の自動撮影を行う場合の距離間隔が所定の条件を満たす
ように、前記測定手段により測定された複数の距離の中から前記自動撮影手段による自動
撮影の対象となる複数の距離を選択する選択手段と、
　前記自動撮影手段による自動撮影を開始する条件を複数記憶する開始条件記憶手段と、
　前記開始条件記憶手段に記憶されている複数の開始条件の各々に対応付けて、前記自動
撮影の対象となる複数の距離を選択する際の距離間隔の条件が異なる複数の撮影動作条件
を予め記憶する撮影動作条件記憶手段と、を備え、
　前記自動撮影手段は、前記開始条件記憶手段に記憶されている複数の開始条件のいずれ
かを満たした場合に、該開始条件に対応して前記撮影動作条件記憶手段に記憶されている
撮影動作条件を、前記選択手段が前記自動撮影の対象となる複数の距離を選択する際に用
いる撮影動作条件として決定して前記自動撮影を開始することを特徴とする。
　また請求項２記載の発明は、更に、
　前記測定手段は、第１の操作を検出するまでの間、予め決められた複数の測距ポイント
の各々において被写体までの距離を繰り返し測定して記憶し、
　前記選択手段は、第１の操作を検出した場合に、前記測定手段により測定されて記憶さ
れている複数の距離の中から前記自動撮影手段による自動撮影の対象となる複数の距離を
選択することを特徴とする。
　また請求項３記載の発明は、更に、
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　前記測定手段は、第２の操作を検出した場合に、予め決められた複数の測距ポイントの
各々において被写体までの距離を繰り返し測定して記憶する動作を開始することを特徴と
する。
　また請求項４記載の発明は、更に、
　前記撮影動作条件記憶手段は、前記測定手段により測定された複数の距離の中から、距
離の差が最も大きくなるような所定数の距離を選択するような撮影動作条件を記憶するこ
とを特徴とする。
　また請求項５記載の発明は、更に、
　前記開始条件記憶手段は、前記測定手段により測定された複数の距離の中で、最も近い
距離と最も遠い距離との差が所定以上である場合に自動撮影を開始するような条件を記憶
することを特徴とする。
　また請求項６記載の発明は、更に、
　前記開始条件記憶手段は、前記測定手段により測定された複数の距離を順番に並べた場
合に、所定以上の間隔差のある箇所が所定数以上ある場合に自動撮影を開始するような条
件を記憶することを特徴とする。
　また請求項７記載の発明は、更に、
　任意に指定された撮影動作条件を前記撮影動作条件記憶手段に記憶させる設定手段を更
に備えることを特徴とする。
　また請求項８記載の発明は、更に、
　フォーカスレンズを移動しながら撮像素子により得られる画像情報に基づき焦点を自動
調整するコントラスト方式のオートフォーカス手段を更に備え、
　前記測定手段および前記自動撮影手段は、前記コントラスト方式のオートフォーカス手
段を利用して被写体までの距離測定および焦点合わせを行うことを特徴とする。
　また請求項９記載の発明は、更に、
　前記自動撮影手段により撮影して得られた複数の画像の各々から、各画像を撮影する際
の測距ポイントに対応する所定エリアの部分画像を切り出す切出手段と、
　前記切出手段により切り出された複数の部分画像を合成する合成手段とを更に備えたこ
とを特徴とする。
　また請求項１０記載の発明は、
　カメラ装置が有するコンピュータを、
　複数の測距ポイントの各々において被写体までの距離を測定する測定手段と、
　前記測定手段により測定された複数の距離の各々に対して順番に焦点を合わせながら複
数回の自動撮影を行う自動撮影手段と、
　前記自動撮影手段により複数回の自動撮影を行う場合の距離間隔が所定の条件を満たす
ように、前記測定手段により測定された複数の距離の中から前記自動撮影手段による自動
撮影の対象となる複数の距離を選択する選択手段と、
　前記自動撮影手段による自動撮影を開始する条件を複数記憶する開始条件記憶手段と、
　前記開始条件記憶手段に記憶されている複数の開始条件の各々に対応付けて、前記自動
撮影の対象となる複数の距離を選択する際の距離間隔の条件が異なる複数の撮影動作条件
を予め記憶する撮影動作条件記憶手段と、
　して機能させる撮影制御プログラムであって、
　前記自動撮影手段は、前記開始条件記憶手段に記憶されている複数の開始条件のいずれ
かを満たした場合に、該開始条件に対応して前記撮影動作条件記憶手段に記憶されている
撮影動作条件を、前記選択手段が前記自動撮影の対象となる複数の距離を選択する際に用
いる撮影動作条件として決定して前記自動撮影を開始することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、オートフォーカス手段が合焦可能な複数の測距ポイントにおいて、選
択手段により選択された測距ポイントのみにおいて撮影がなされることから、ユーザは、
撮影される測距ポイント、及び各測距ポイント毎の撮影による撮影回数に関与することが
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できる。よって、ユーザにとって無用な測距ポイントで合焦した撮影を回避しつつ、所望
の測距ポイントのみにて合焦した被写体の撮影を行うことができる。これにより、ユーザ
にとって無用な撮影を回避しつつ、所望の測距ポイントにて合焦した鮮明な画像を撮影す
ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の一実施の形態を図にしたがって説明する。
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の各実施の形態に係るデジタルカメラ１のブロック図である。このデジ
タルカメラ１はＡＦ機能（オートフォーカス機能）を備えたものであって、フォーカスレ
ンズ２、ズームレンズ３、ＣＣＤ４、ＣＤＳ／ＡＤブロック５、ＴＧ（Timing Generator
）６、ＣＣＤデータ前処理ブロック７、色処理（ＣＰ）ブロック８、ＪＰＥＧ符号化器９
、ＤＲＡＭ１０、内蔵のフラッシュメモリ１１、ＲＡＭ１２、ＣＰＵ１３、画像表示部１
４、キーブロック１５、カード・インターフェイス１６、及びモータ駆動ブロック１７を
備えており、カード・インターフェイス１６には、図示しないカメラ本体のカードスロッ
トに着脱自在に装着されたメモリカード１８が接続されている。
【００１６】
　フォーカスレンズ２及びズームレンズ３はそれぞれが図示しないレンズ群から構成され
るものである。モータ駆動ブロック１７は、フォーカスレンズ２を光軸方向に駆動するフ
ォーカスモータ１７０ａ、及びズームレンズ３を光軸方向に駆動するズームモータ１７０
ｂと、ＣＰＵ１３から送られる制御信号に従いフォーカスモータ１７０ａ及びズームモー
タ１７０ｂをそれぞれ駆動するモータドライバ１７１ａ，１７１ｂとから構成されている
。なお、フォーカスモータ１７０ａ及びズームモータ１７０ｂは共にステッピングモータ
である。
【００１７】
　ＣＣＤ４は、フォーカスレンズ２とズームレンズ３を介して投影された被写体像を光電
変換し撮像信号として出力する。ＴＧ６は、所定周波数のタイミング信号を生成してＣＣ
Ｄ４を駆動する。ＣＤＳ／ＡＤブロック５は、ＣＣＤ４からの出力信号をサンプリングし
てノイズを除去しデジタル信号に変換する。ＣＣＤデータ前処理ブロック７は、デジタル
信号に変換された撮像信号に対し輝度信号処理等のデータ処理を行う。色処理（ＣＰ）ブ
ロック８は、輝度信号処理等が行われた画像信号に対して色分離等の色処理を行い、Ｙ，
Ｃｂ，Ｃｒの画像データを生成する。ＤＲＡＭ１０は、色処理後のＹ，Ｃｂ，Ｃｒの画像
データを逐次記憶する。
【００１８】
　画像表示部１４は、カラーＬＣＤと、それを駆動する駆動回路等からなり、撮影モード
が設定された状態でシャッタキーが押されていない撮影待機状態には、ＣＣＤ４から取り
込まれＤＲＡＭ１０に蓄積された１フレーム（画面）分の画像データに基づくスルー画像
を表示し、再生モードが設定された状態では、メモリカード１８から読み出されるととも
に伸張された画像データに基づく記録画像を表示する。
【００１９】
　ＪＰＥＧ符号化器９は、画像記録時には、色処理（ＣＰ）ブロック８から入力した画像
データをＪＰＥＧ圧縮する。メモリカード１８は、カード・インターフェイス１６を介し
て送られた圧縮後の画像データを記録する。記録された画像データは、記録画像の再生時
に読み出され、ＪＰＥＧ符号化器９により伸張された後、画像表示部１４において表示さ
れる。また、キーブロック１５は、撮影モード、自動撮影モード、再生モード、テーブル
設定モード等の各種モードの切り替えに使用される切替キーや、シャッタキー、絞りやシ
ャッタ速度を設定するための設定キー、ズーム倍率の変更に使用されるズームキー等の各
種の操作キーを含み、キー操作に応じた操作信号をＣＰＵ１３へ送る。また、シャッタキ
ーは、所謂ハーフシャッタ機能を備えたものであり、撮影予告のための半押し操作と、撮
影指示用の全押し操作が可能な構成である。
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【００２０】
　前記フラッシュメモリ１１には、ＣＰＵ１３によるデジタルカメラ１の制御、すなわち
ＡＦ制御、ＡＥ制御、ＡＷＢ制御等に必要なプログラムと各種データが格納されており、
ＣＰＵ１３は、キーブロック１５からの操作信号と前記プログラムに従いＲＡＭ１２を作
業用メモリとして動作することにより、本発明における検出手段、自動撮影手段等として
機能する。
【００２１】
　なお、図２（ａ）において、Ｐはこのデジタルカメラ１により撮影される撮影領域を示
し、前記ＡＦ制御は、フォーカスレンズ２を光軸方向に移動させながら、撮影領域Ｐ内に
設定された測距ポイントＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅにおいて、撮像した画像ののＡＦ評価値（コ
ントラスト値）を検出し、ＡＦ評価値のピーク位置を合焦位置とするコントラスト検出方
式である。また、前述のようにフォーカスモータ１７０ａは、ステッピングモータである
ことから、ＣＰＵ１３はドライバ１７１ａが出力するパルスと予めフラッシュメモリ１１
に格納されている距離テーブルを参照することにより、前記測距ポイントＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ
、Ｅにおける被写体までの距離を検出することが可能である。これら画像の測距ポイント
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅは、撮影モードにおいて前記スルー画像とともに画像表示部１４に表
示される。
【００２２】
　前記ＲＡＭ１２には、図３に示す開始条件設定テーブル１２１と、図４に示す撮影ポイ
ント設定テーブル１２２とが設けられている。開始条件設定テーブル１２１には、後述す
るフォーカスブラケティングモードで自動撮影を行う際の開始条件がシリアルな開始条件
番号「１」「２」「３」・・・に対応して複数記憶され、これら複数の開始条件は後述す
る後述するテーブル設定処理においてユーザにより設定される。つまり、図３の設定例に
おいて、開始条件番号「１」は、「測距距離が５ｍ以内の測距ポイントが有り。」がフォ
ーカスブラケティングモードで自動撮影を開始するための条件であることを意味する。ま
た開始条件番号「２」は、「全測距ポイントのうちで最も近い測距距離と最も遠い測距距
離との差が１０ｍ以上ある。」ことが、開始条件番号「３」は、「各測距ポイントの検出
距離を順番に並べた場合に、１ｍ以上の間隔差が２箇所以上ある。」ことが、各々フォー
カスブラケティングモードで自動撮影を開始するための条件であることを意味する。
【００２３】
　撮影ポイント設定テーブル１２２には、前記開始条件設定テーブル１２１から選択され
た開始条件番号（本例では「１」「２」「３」「２」「２」・・・）に対応して、自動撮
影動作の内容が記憶され、この撮影動作内容は前記開始条件とともに後述するテーブル設
定処理においてユーザにより設定される。つまり、図４の設定例は、開始条件番号「１」
の開始条件が発生した場合、「全測距ポイントのうちで最も検出距離の近い測距ポイント
に焦点を合わせて静止画を撮影」することを意味し、また開始条件番号「２」の開始条件
が発生した場合「全測距ポイントの各々に順番に焦点を合わせて複数の静止画を撮影」す
ることを意味し、また開始条件番号「３」の開始条件が発生した場合「該当する開始条件
で規定された間隔差がある複数の測距ポイントにおいて静止画を撮影」することを意味す
る。
【００２４】
　また、開始条件番号「２」についてさらに詳細に説明すると、この開始条件番号「６」
は、図３に示すように、「全測距ポイントのうちで最も近い測距距離と最も遠い測距距離
との差が１０ｍ以上ある。」が内容であるから、「全測距ポイントのうちで最も近い測距
距離と最も遠い測距距離との差が１０ｍ以上ある。」ことを条件に「全測距ポイントの各
々に順番に焦点を合わせて複数の静止画を撮影」することを意味することになる。
　なお、図４における開始条件「２」に示すように、同一の開始条件に対して異なる撮影
動作内容を記憶させることも可能である。
【００２５】
　次に、以上の構成からなるデジタルカメラ１の本発明に係る動作を説明する。図５は、
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テーブル設定モードにおいてＣＰＵ１３が実行する処理内容を示したフローチャートであ
る。すなわち、テーブル設定モードが設定されると、ＣＰＵ１３は前記プログラムに従っ
て処理を開始し、ユーザの操作によるキーブロック１５からの操作信号に基づき、開始条
件を入力させ（ステップＳ１０１）、この入力させた開始条件を前記開始条件番号に対応
させて開始条件設定テーブル１２１に記憶させる（ステップＳ１０２）。したがって、こ
のステップＳ１０１及びＳ１０２の処理が複数回実行されることにより、図３に示したよ
うに、開始条件設定テーブル１２１には異なる開始条件番号に対応して異なる開始条件が
記憶されることとなる。
【００２６】
　引き続き、ユーザの操作によるキーブロック１５からの操作信号に基づき、撮影動作を
入力させ（ステップＳ１０３）、さらに予め開始条件設定テーブル１２１に記憶されてい
る開始条件（開始条件番号）を選択する（ステップＳ１０４）。次に、これら入力された
撮影動作と選択された開始条件番号とを対応させて撮影ポイント設定テーブル１２２に記
憶させる（ステップＳ１０５）。したがって、このステップＳ１０３～Ｓ１０５の処理が
複数回実行されることにより、図４に示したように、撮影ポイント設定テーブル１２２に
は選択された異なる開始条件番号に対応して撮影動作が記憶されることとなる。なお、前
述したように、同一の開始条件（開始条件番号）に対応して同一の撮影動作を設定するこ
とも可能である。
【００２７】
　図６は、撮影モードにおいてＣＰＵ１３が実行する処理内容を示したフローチャートで
ある。すなわち、撮影モードが設定されると、ＣＰＵ１３は前記プログラムに従って処理
を開始し、シャッタキー半押しされたか否かを判断する。（ステップＳ２０１）。シャッ
タキーが半押しされると、各測距ポイントにおいて被写体までの距離を測定して記録する
（ステップＳ２０２）。すなわち、図２（ａ）に示したように、本実施の形態における測
距ポイントはＡ～Ｅである。したがって、同図（ｂ）に示すように、先ず測距ポイントＡ
におけるＡＦ評価値のピーク位置を合焦位置とし、この合焦位置において前述したように
、ドライバ１７１ａが出力するパルスと予めフラッシュメモリ１１に格納されている距離
テーブルを参照することにより、測距ポイントＡにおける被写体までの距離を検出する。
さらに、同様にして測距ポイントＢ，Ｃ，Ｄ，ＥについてもＡＦ評価値のピーク位置を合
焦位置とし、測距ポイントＢ，Ｃ，Ｄ，Ｅにおける被写体までの距離を検出する。そして
、これら検出した測距ポイントＢ，Ｃ，Ｄ，Ｅにおける被写体までの距離をＲＡＭ１２の
所定エリアに記憶させる。したがって、このステップＳ２０２の処理が行われたことによ
り、ＲＡＭ１２には、図２（ｂ）に示したように、
測距ポイントＡ＝４０ｃｍ
測距ポイントＢ＝８０ｃｍ
測距ポイントＣ＝２ｍ
測距ポイントＤ＝３ｍ
測距ポイントＥ＝７ｍ
が記憶されることとなる。
【００２８】
　次に、シャッタキーが全押しされたか否かを判断し（ステップＳ２０３）、全押しされ
たならば、フォーカスブラケティングモードが設定されているか否かを判断する（ステッ
プＳ２０４）。フォーカスブラケティングモードが設定されていない場合には、通常撮影
処理を実行し、撮像した画像を符号化し画像データとしてメモリカード１８に記録する（
ステップＳ２０５）。
【００２９】
　なお、ユーザはこのデジタルカメラ１を用いてフォーカスブラケティングモードで撮影
を行うに際しては、当該デジタルカメラ１が動かないようにして構える。そして、ステッ
プＳ２０４での判断の結果、フォーカスブラケティングモードが設定されている場合には
、開始条件設定テーブル１２１を参照し、該当する開始条件の有無を判定する（ステップ
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Ｓ２０６）。このとき、図３に示した例では、開始条件設定テーブル１２１の開始条件番
号「１」に「測距距離が５ｍ以内の測距ポイントが有り。」という開始条件があり、本例
において測距ポイントＡ～Ｄの距離は５ｍ以内であることから、該当する開始条件「１」
があることになる。また、開始条件番号「３」に「各測距ポイントの検出距離を順番に並
べた場合に、１ｍ以上の間隔差が２箇所以上ある。」という開始条件があり、本例におい
て測距ポイントＣとＤとの差は１ｍ、ＤとＥとの差は４ｍであることから、該当する開始
条件「３」もあることになる。
【００３０】
　よって、ステップＳ２０７の判断はＹＥＳとなることからステップＳ２０８に進み、撮
影ポイント設定テーブル１２２を参照し、前記ステップＳ２０６で判定された開始条件の
有無を判定する（ステップＳ２０８）。このとき、図４に示した例では、撮影ポイント設
定テーブル１２２の開始条件番号「１」「３」が記憶されていることから、該当する開始
条件があることとなる。よって、ステップＳ２０９の判断はＹＥＳとなり、ステップＳ２
０９に進み、対応する撮影動作を取得する（ステップＳ２０９）。
【００３１】
　したがって、図４に示す例においては、開始条件番号「１」に対応して、「全測距ポイ
ントのうちで最も検出距離の近い測距ポイントに焦点を合わせて静止画を撮影」なる撮影
動作が記憶されていることから、この撮影動作が取得されることとなる。また、開始条件
番号「３」に対応して、「該当する開始条件で規定された間隔差がある複数の測距ポイン
トにおいて静止画を撮影」なる撮影動作が記憶されていることから、この撮影動作も取得
されることとなる。
【００３２】
　次に、この取得した動作内容に基づいて、撮影されていることが指定されている各測距
ポイントを距離順に並べる（ステップＳ２１１）。ここで、本例では、開始条件番号「１
」に対応する「全測距ポイントのうちで最も検出距離の近い測距ポイントに焦点を合わせ
て静止画を撮影」により、前記「４０ｃｍ」である測距ポイントＡが指定され、開始条件
番号「３」に対応する「該当する開始条件で規定された間隔差がある複数の測距ポイント
において静止画を撮影」により、各々間隔差が１ｍ、３ｍである測距ポイントＣ、Ｄ、Ｅ
が指定される。また、これら測距ポイントにおいて被写体までの距離の関係はＡ＜Ｃ＜Ｄ
＜Ｅであることから、「測距ポイントＡ」「測距ポイントＣ」「測距ポイントＤ」「測距
ポイントＥ」の順に並べられることとなる。
【００３３】
　引き続き、最も短い距離から順番に、フォーカスレンズ２を移動させながら（複数）撮
影する（ステップＳ２１２）。つまり、本例の場合、フォーカスレンズ２を移動させて先
ず測距ポイントＡ（４０ｃｍ）で合焦させて撮影を行い、さらに、測距ポイントＣ（２ｍ
）→Ｄ（３ｍ）→Ｅ（７ｍ）で合焦させるとともに、撮影を行って、撮像した画像を符号
化し画像データとしてメモリカード１８に記録する。したがって、メモリカード１８には
、全ての測距ポイントＡ～ＥのうちＢを除く測距ポイントＡ，Ｃ，Ｄ，Ｅで合焦した画像
の画像データが記憶されることとなる。
【００３４】
　なお、本例においては前述のように、ステップＳ２１２で複数回の撮影が実行されるこ
ととなるが、例えばステップＳ２０９で、開始条件番号「１」の「全測距ポイントのうち
で最も検出距離の近い測距ポイントに焦点を合わせて静止画を撮影」のみが該当した場合
には、ステップＳ２１２では１回の撮影のみが実行されることとなる。また、本実施の形
態においては、開始条件設定テーブル１２１と撮影ポイント設定テーブル１２２の記憶内
容をユーザが設定することとしたが、デジタルカメラ１のメーカー側においてこれらを予
め設定しておくようにしてもよい。また、本実施の形態においては、コントラスト方式の
デジタルカメラ１に本発明を適用するようにしたが、測距センサからの検出値に基づき、
焦点を自動調整する位相差方式のデジタルカメラに適用し得ることは勿論である。
【００３５】
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　（第２の実施の形態）
【００３６】
　図７は、本発明の第２の実施の形態における測距ポイントを示す図である。同図に示す
ように、本実施の形態においては、デジタルカメラ１により撮影される撮影領域Ｐを四等
分した画像エリアＰ１～Ｐ４内に測距ポイントＡ～Ｄが設定されている。
【００３７】
　以上の構成に係る本実施の形態においては、前述した第１の実施の形態と同様に、テー
ブル設定処理を実行した後、図６に示したフローチャートに従って撮影処理を実行し、前
記ステップＳ２１２の処理を実行した後に、図８に示すフローチャートに従って、撮影後
の画像処理を実行する。すなわち、前記ステップＳ２１２の処理によって複数の焦点距離
で撮影されたか否かを判断し（ステップＳ３０１）、複数の焦点距離で撮影されなかった
場合には、ステップＳ３０２～Ｓ３０４の処理を行うことなく、図６に示したフローチャ
ートにリターンする。
【００３８】
　また、複数の焦点距離で撮影された場合には、各測距ポイントの測定距離に対応して撮
影された複数の画像データから、各測距ポイントに対応する画像エリアの画像データを切
り出す（ステップＳ３０２）。つまり、各測距ポイントＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄで撮影された画像
データａ，ｂ，ｃ，ｄが存在する場合、画像データａからは画像エリアＰ１の画像データ
を切り出し、画像データｂからは画像エリアＰ２の画像データを切り出し、画像データｃ
からは画像エリアＰ３の画像データを切り出し、画像データｄからは画像エリアＰ４の画
像データを切り出す。
【００３９】
　次に、各切り出された画像データを合成する（ステップＳ３０３）。つまり、画像エリ
アＰ１に画像データａから切り出された部分画像データを当て嵌め、画像エリアＰ２に画
像データｂから切り出された部分画像データを当て嵌め、画像エリアＰ３に画像データｃ
から切り出された部分画像データを当て嵌め、画像エリアＰ３に画像データｄから切り出
された部分画像データを当て嵌めるようにして、各部分画像データを合成する。そして、
最終的にこの合成された画像データをメモリカード１８に記録する（ステップＳ３０４）
。したがって、前記ステップＳ３０２で切り出された各測距ポイントＡ～Ｄに対応する画
像エリアＰ１～Ｐ４の画像は、各測距ポイントＡ～Ｄにおいて合焦した鮮明な画像部分で
あることから、これら鮮明な画像部分からなる画像データを合成することにより、鮮明な
画像部分を組み合わせた画像データをメモリカード１８に記録することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の各実施の形態に共通するデジタルカメラのブロック図である。
【図２】（ａ）は本発明の第１の実施の形態における測距ポイントを示す図、（ｂ）は測
距ポイント毎の被写体との距離を示す図である。
【図３】開始条件設定テーブルを示す模式図である。
【図４】撮影動作設定テーブルを示す模式図である。
【図５】テーブル設定処理の処理内容を示すフローチャートである。
【図６】撮影処理の処理内容を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第１の実施の形態における測距ポイントを示す図である。
【図８】撮影後の画像処理の処理内容を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４１】
　　１　　デジタルカメラ
　　２　　フォーカスレンズ
　　４　　ＣＣＤ
　　６　　ＴＧ
　　８　　ブロック
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　　９　　ＪＰＥＧ符号化器
　　１１　　フラッシュメモリ
　　１２　　ＲＡＭ
　　１３　　ＣＰＵ
　　１４　　画像表示部
　　１５　　キーブロック
　　１６　　インターフェイス
　　１７　　モータ駆動ブロック
　　１８　　メモリカード
　　１２１　　開始条件設定テーブル
　　１２２　　撮影動作設定テーブル
　　１７０ａ　　フォーカスモータ
　　１７１ａ　　モータドライバ
　　Ａ～Ｅ　　測距ポイント
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